
日向市インフルエンザ定期予防接種（説明書） 
インフルエンザ定期予防接種は、接種について努力義務はなく、自らの意思で接種を希望する人に限り

接種を行います。この説明書を読み、医師の診察後、意思確認として予診票に本人の署名による同意が必

要です。代理で署名する人は、接種の場に立ち会い、副反応、健康被害等のあった場合に責任もって対応

できる家族、施設長となります。  

 

【予防接種の効果】 

  インフルエンザワクチンに使われているウイルス株は、インフルエンザの流行状況を  

考え毎年変わり、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予  

防することに関しては、一定の効果があるとされています。  

ワクチンの効果が維持する期間は接種した２週間後から約５か月間です。  

 

【接種対象者】 

  接種日に以下の条件（①または②）にあてはまり、自らの意思と責任で接種を希望す

る人です。 

① ６５歳以上の人 

② ６０歳～６４歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能に障がいを有し、該当疾患で身体障害者手帳 1 級に相当する人。 

※②に該当する人は、接種時に身体障害者手帳を医療機関窓口に提出してください。  

 

【予防接種を受けることができない人】 

① 接種当日、明らかに発熱のある人（３７．５℃以上）  

② 重篤な急性疾患にかかっている人  

③ インフルエンザワクチンの成分によって、アナフィラキシー（通常接種後３０分以

内に出現する呼吸困難、全身性のじんましん等を伴う重症のアレルギー反応）を起

こしたことがある人 

④ インフルエンザの予防接種で接種後２日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを

疑う症状を起こしたことがある人  

⑤ その他、接種を受けるには不適当な状態にあると医師が判断した人  

 

【予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない人】 

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患がある人  

② 過去に予防接種を受けた時に、接種後２日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを

疑う異常がみられた人 

③ 過去にけいれんを起こしたことがある人  

④ 過去に免疫不全の診断がなされている人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人  

⑤ 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患がある人  

⑥ 薬の投与または食事（鶏卵、鶏肉など）で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたした

ことのある人 

 

 
裏面へ 



 

【予防接種を受けた後の注意事項・副反応について】 

① 予防接種を受けた後３０分間は急な副反応が起こることがあるため、様子を観察し、

医師（医療機関）とすぐ連絡が取れるようにしておきましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 副反応の多くは、接種後２４時間以内に出現します。接種当日はいつも通りの生活

をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けて、体調に注意しましょう。  

③ 入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないでください。  

④ 接種部位の異常な反応や体調の変化が現れたら、速やかに医師の診察を受けてくだ

さい。 

 

【他の予防接種との関係について】 

インフルエンザワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた

場合に可能となりますので、詳細は医師に相談してください。  

 

◆ 予防接種健康被害救済制度とは？ 

   予防接種法に基づく予防接種を受けたことにより健康被害（疾病、障害又は 

死亡）が生じたと認定された場合には、予防接種法に定められた医療費や各種 

手当などの給付を受けられる制度です。 

   健康被害の内容、程度に応じて厚生労働省の疾病障害認定審査会での審議を 

経たあと、医療費、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されます。支 

給額は、予防接種法施行令の規定に準じた額となります。 

 

 

＊インフルエンザ定期予防接種についてご不明な点がございましたら、 

下記までお問い合わせください。 

 

《問い合わせ先》日向市健康増進課 地域医療推進係 

市役所１階南側１３番窓口  

電 話 ６６‐１０２４  

 急な副反応（ショックやじんましん、呼吸困難等）が、この間に起こることがあ

ります。その他の反応として、ワクチンを接種した部位の発赤・腫れ・痛み等を起

こすことがあり、また、発熱や頭痛・寒気・体のだるさ等がみられることもありま

すが、２～３日で消失します。  

 極めてまれに、脳炎や神経障害などの重い副反応が生じた場合、厚生労働大臣が

予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基

づく健康被害救済の対象となります。  


